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第1部



2 第1部　基本理論編

みなさん，こんにちは．このケースから勉強を始めることにします．

トムのケース

トムはニューモシスチス肺炎のために人工呼吸器につながれていた．エイズ

を発症したのは今回が初めて．HIVポジティブであることが告げられたのは入

院して 5日目のことだった．そして今，彼は今後の治療の一切に同意すること

を拒み，現在行われている治療も止めるよう訴えている．これから先，入退院

を繰り返し，エイズの他の症状が出現し，体が弱りながら長い経過をたどって

いくことを望まず，また自分は限られた医療資源を使うに値しないとも考えて

いた．いろいろな点からみて，彼には判断能力が保たれていたし，家族からの

サポートもあった．そこで主治医は病院の臨床倫理委員会にコンサルテーショ

ンを依頼した．

委員会はケースについて話し合い速やかに結論を出した．わりと短かった討

議時間のほとんどは，トムに自己決定能力があるかどうかに向けられていた．

自分の要望が通ることで何が帰結するのか，トムには理解できているように思

われた．そこで委員会は，彼の自律は尊重されなければならず，主治医は彼の

要望を聞き入れるべきだとした．

医療・福祉系の道を進もうとするみなさんは，専門的な知識と技術を身につ
けて，患者さんや家族のためにがんばりたい，役に立ちたいと思っているでし
ょう．治療や看護をして，笑顔で退院する患者さんを見送って，ありがとうご
ざいました！　と感謝されて，それを励みにしてまたがんばる，そんなイメー
ジかな．でも，医療者として働いているみなさんの多くがすでに経験している
ように，医療者はいつも感謝されるとは限らない．トムのケースのように，治

医療倫理学のプロムナード

E d w in Dub o s e , R onald 
H a m e l ,  “ C a s u i s t r y  a n d 
narrative；of what relevance 
to HECs?”, HEC Forum 7（4）: 
211-227，1995.
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療すれば助けてあげられるというのに，患者がそれを拒むことはそれほど稀じ
ゃない．
このケースをあなたが担当していたとしたら，臨床倫理委員会の判断をどう
思うかな？　賛成する？　それとも？　
倫理研修会の講師としていろいろな病院にお邪魔をしてきました．始めにこ

のケースを出して参加者の意見を伺うと，だいたい98％の方が倫理委員会の
結論に賛成の立場だ．後でちゃんと勉強するけど，昔は医療者がプロとして最
適の治療が何かを判断し，患者はそれに従う，いわゆる「おまかせ医療」が
ふつうだった．ところが今は，患者中心の医療がいい，患者の自己決定が大切
ということになっている．だから，トムが治療を断るならそれは仕方がないこ
とだ，無理やり治療を押し付けるわけにはいかない，と考える人が多いんだ
ね．倫理委員会の委員たちは倫理の勉強をして経験を積んでいる．そうした委
員が倫理原則や倫理学説から答えを導き出したんだから，間違いない．そう思
う人もいるだろう．なるほど，委員たちの頭の中では，トムの人生や人となり
ではなく，自律尊重の原則や自己決定能力，インフォームド・コンセントとい
った，まことしやかで抽象的な言葉が大きな位置を占めていただろう．
このケースを紹介したドゥボースさんとヘメルさんは，論文のおしまいの箇
所でこう述べている．─委員会のメンバーは，トムが「同性愛を嫌悪すべき
ものと，同性愛者を重罪人とみなす保守的なキリスト教の伝統のなかで育てら
れてきたということ，家族とりわけ父親との関係がしっくりいっていなかった
こと，彼の自己肯定感情は少年期以来ずっと弱く，自殺企図を3度行っていた
こと，友人関係もなめらかでなかったこと，エイズ治療の進歩に関する知識が
不十分かつ不正確だったことなどについて，もっとしっかり把握しようと努め
ていてもよかったはずだった」．なのに，話し合いをした委員たちの頭は，そ
うしたトムの人生のあれこれよりも，抽象的な自律尊重の原則のほうを向いて
いた．
医療の世界では主観的なものよりも客観的なものに重きがおかれる．想像よ

りもエビデンス（統計処理をした数字的な裏付け）が頼りにされる．医療倫理
に関する本も，いろいろな知識を与えてくれるものが多い．でも，上のトムの
ケースから学んでほしいのは，もっともらしい理屈や，原則，建前よりも，想
像力と患者への関心が基本になきゃいけないんだってこと．周りからの無理解
で自分を追いつめて自暴自棄になって，「自分は限られた医療資源を使うに値
しないとも考えていた」トムに必要なことはなんだろうか？　言うことをきい
て退院させて，肺炎がもとで死なせることだろうか？　それとも，トムの心情
を察して，寄り添ってくれるような当事者，たとえば性的少数者の支援活動を
しているゲイの人たち，HIVポジティブ（抗体反応陽

ポジティブ

性＝感染者と，前
ポジティブ

向き
に生きると，２つの意味をもっているんだよ）の支援グループの人たちと少し

トムの詳細な情報を「誰」
なら聞くことができたか．
医師？　看護師？　臨床心
理士？　急性期病棟で限ら
れた時間の中でこれだけの
話を聞けるか．関係性の薄
い医療者にここまで話して
くれるだろうか．［足立朋］

Re：聞き役は特定の職種
に限定されない．全部を一
度に聞き出す可能性も必要
もない．ただトムが「有限
な医療資源」を口にした時
点で，あれ？　とピンとき
ていい．プライバシーへの
踏み込み方についてはケー
ス5（ p.193）で．［服部］
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話してみないか，と勧めてみることだろうか？　どっちがいい？　心の中で手
をあげてみて．
医療倫理を学ぶ意味を，倫理の専門用語などの知識をもっていること，使え

ることだと思い込んでいる人は，自律尊重の原則を高く掲げて，トムを死なせ
てしまう可能性がある．なんでもっと具体的に，ケースに寄り添って考えよう
としないんだろう？　みなさんはそれがいいと本気で思う？　
この本は知識偏重・公式マニュアル主義とは違う立場で書かれている．だ
から，コチコチで窮屈な倫理観から脱出するために，ストレッチをして，筋肉
をほぐすことから始めることにしよう．もう十分にほぐれているよ，という人
は近道して「医療倫理学の海図」に進んでみてください．

愛・まごころ・信頼関係

「医療者にとって一番必要なのは，愛情です」．「まごころが何より大切です」．
「患者さまに対する誠実さを忘れてはいけません」．「医療者にとっての基本は，
患者さんへの共感的姿勢にある」．よく耳にする言葉だ．
医療現場で倫理問題が浮上するのは，医療者に愛や誠実さが足りないせい

なんだろうか．愛や誠実さがあれば倫理問題は解消するだろうか．しょせん，
そんなの言葉だけというか，ただうわべのポーズじゃないか．ここだけの話，
そう思ってしまう．
同じように，なんだかありがたいけど，よくわからないのが「医の心」とい

うやつだ．黒板に「醫」なんて書かれると，もっと厳粛な気持ちになったりす
るけど，それが一体どんな「心」なのかというと，わかったようなわかんない
ような，だよね．ヒューマニズムにあふれた心，と答えてみても漠然としすぎ
た感じがする．医療者じゃない人のなかにも優しいヒューマンな人はいっぱい
いる．
そんなわけで，毛筆で書いて額縁に入れておくか，床の間に下げておくのが
似合う言葉は，この本の中にはもう登場しない．少なくとも，そんなありがた
い＊言葉を唱えてみても仕方ない．

＊「ありがたい」を漢字で書くと「有り難い」．つまり，「そんなことはめっ

たにない」という意味だ．見知らぬ土地を旅していて道に迷っているうち

に，夜になり雨まで降り出してきた．心細くなってきたところへ，たまたま

通りすがりの地元の人がわざわざ車で宿まで送ってくれたとする．こんなと

き「ありがとうございます」と言う．

入学したての学生の話を聞くと，「患者さんから信頼される医療者になりた
いです」という声が多いように思う．そうか，でも，信頼される医療者って，
一体どんな医療者なんだろうか？　どうやったらそんなふうになれるだろう

信頼と信用の区別について，
長岡成夫「医療者・患者関
係における信頼」，『医学哲
学 医 学 倫 理 』21：71-81，
2003．
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か？　
突然，変な例を出してすまないけれど，誰かがあなたのことをとても愛して

しまったとしよう．その人はあなたに気にいられようと，何でもする．こんな
気持ちになったの初めてだと言って，毎日ラブレターを書く．あなたが好きだ
と言っていたミュージシャンの曲を繰り返し聴いているらしい．あなたが「こ
れやって」と言えば，どんなに忙しいときでも嫌な顔をせず，笑顔できちんと
やってくれる．あなたは，この人のことを好きになるだろうか．
好きになるかもしれないし，うとましくて遠ざけたいと思うかもしれない．

それと同じで，あなたがいくらがんばっても，信頼してくれるか，愛してくれ
るかどうかは，相手の心にかかっている．何かを達成したら，とある人間性を
身に帯びたら，必ず信頼される，必ず愛されるなんてわけない．
ぼくたちにできることは，信頼される人間になることではなくて，愛される

に値する，信頼されるに足る人間になろうと努めることだけだ．ヤドカリは大
きくなるに従って，古い小さな殻の家を捨てていく．古巣を捨てなければ，大
きくなれない．学生のみなさんは，早くからうわべだけの，小さくまとまった
優等生になんかならずに，幾度も幾度も変身を遂げながら，ゆっくり大きくな
っていってほしい．
もしも，自分は絶対愛される人間だ，誰からも信頼される医療者だ，倫理的
な人間だと思い込んでいて，だから自分を見習いなさいなんて言う人がいた
ら，そうとう鈍感な人だ．えらく勘違いをしている人だ．ぼくは医療倫理学の
教員をしているけど，自分は倫理的だとは胸を張れない．倫理的であることっ
て，そんなに簡単なことじゃない．
ぼくたちにできることは，ただ，愛されるに値する人間，信頼されるに足る
人間になろうと，また倫理的であろうと，努め続けることだけだ．魔法の棒の
一振りとか，偉い先生の話を聞いたくらいで，医療倫理学の本を読んだだけ
で，ぼくらはそう急に変われない．

責　　任

責任をもって職務にあたるとか，医療者として責任をまっとうするとか語ら
れる．医療事故を起こさないように医療者一人ひとりが責任感をもって仕事を
しよう，なんて聞くと，なんだか頼もしい気がしてくる．
けれども，責任ってなんだろう．ごくふつうに，「責任をとりなさい」「責任

をとります」なんていう言い方をするわけだけど，責任をとるって一体どんな
ことだろうか．そもそも，どうすれば責任をとったことになるのだろうか．
たとえば，ぼくの乗っている原付バイクが，不注意から交差点で自動車にぶ
つかってしまったとする．バイクは大破してぼくも軽いケガをしたが，相手の

患者から感謝の言葉をかけ
られたとき，患者から信頼
されたと錯覚してはいない
だろうか．患者と真に向き
合う謙虚さをなくしたとき
信頼関係はなくなると思う．
恋愛も同じかな．［北爪］

そもそも，患者が自分のこ
とを本当に信頼しているか
どうかなんて，どうやった
らわかるのだろうか．僕ら
は相手の心を直接のぞきこ
むことはできず，言動や仕
草から推測することしかで
きない．［中澤］

Re：そう，推測するしか
ない．しかし推測すること
は（なぜか）できる．［服部］

これを謙虚さと呼びたい．
イエスは「貧しいものは幸
いだ」と言ったというが，
その「貧しさ」とは謙虚さ
ではないだろうか．［加藤］
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車にも大きなへこみと傷が付いている．きちんと謝り，運転免許証を見せて名
前と連絡先を相手に教え，警察に連絡して，事故現場の検証をお願いし，交
通規則違反の罰金と相手の車の修理代を支払う．後日，菓子折りか何か持参
して，あらためて相手にお詫びをしに行く．これで責任は果たしただろうか．
学生とのコンパで大いに盛り上がり，しこたま酔っ払ったぼくが，女子学生

Ｃさんに抱きついてキスしちゃったとする．Ｃさんは驚いたし．ひそかに思い
を寄せていたＴ君の目の前だったので泣き出してしまった．みんなからの怒り
のこもった冷たい視線の中，ぼくは責任をとらなきゃならないと感じる．どう
すればいい？　Ｃさんに謝る．その場のみんなに謝る．学部長や学長に事情を
説明して謝る．「倫理学教師，泥酔して女子学生にセクハラ」という見出しの
新聞記事を載せられ，社会的制裁を受ける．Ｃさんの精神的苦痛に対して慰
謝料を払う．倫理学教師としてあるまじき行為をしたとして退職願を出す．懲
戒免職となる．一家離散となる．仏門に入る．死んでお詫びをする．……で，
ぼくは自分の行為に責任を果たしたことになるだろうか．Ｃさんが「謝ってく
れればそれでいい」と言ってくれたとしたらどう？　逆に「絶対に許しません」
と言われたらどうだろう？　キス以上のことをしてしまったとしたら？
医療現場に例をとってみよう．あなたが不注意で ４歳の入院患者Ｍちゃんの
点滴バッグに間違って他の患者用の薬液を入れて，その結果，Ｍちゃんに重い
障害が生じたとする．どうしたらあなたは責任をとったことになるだろう？
3つの例では事の重大性がまるで違う，と言われるかもしれない．たかが車

という物体を傷つけたのと，人を傷つけたのとでは違う．なるほどね．だけど，
もしＣさんの一件で退職してむしゃくしゃしたぼくが，ルーブル美術館にある
「ミロのビーナス」を粉々に壊したとする．このとき，Ｃさんへのキスと「ミロ
のビーナス」への破壊行為と比べてみて，事の重大性はどうか．人か物かで
はなくて，回復が可能か不可能かで判断されることになるかな．世界的な文化
遺産を修復不能なほど破損させることに比べれば，たかが女子学生にキスを
したぐらいどうってことないじゃないか，と言ってもいいだろうか．そんなの
比べられない？　そうしてみると，事柄によって責任のとりやすさに差がある
という考えは，はずれているのかもしれない．
責任って，もともと，そもそもどうやってもとれないものなんじゃないか．

どうやってもとれないものを責任と名づけているんじゃないか．
ここまでくると，責任って何のことだかわからなくなってきたね．なのに，
世間では責任，責任って騒いだりする．それってなんだか中身がない気もする．
そこで提案なんだけど，もっともらしくカッコいい言葉を雰囲気でなんとなく
使ってわかったふりをするのはよそう．何も責任という言葉を使っちゃいけな
いというのではない．使うなら，言葉の意味をよく問い直し，どういう意味で
その言葉を使っているの？　と人から尋ねられても平気なようにしてからにし

責任を取るとは逃げないこ
と．逆に，責任を取らされ
るとは逃げられないという
こと．逃げないということ
は自分の心に巣くう恐怖と
共にいること．日本の古来
の生き方に照らしてみれば，
潔さということか．［加藤］

信頼される，寄り添う，支
えるといった，耳触りの良
い言葉を使うときは注意が
必要だ．使い古されたフレ
ーズをコピペしているだけ
ではないのか，自分の中で
その意味を確認しながら使
うべきだと思う．［西］
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ようってこと．言葉は，床の間に飾るためにあるのでなく，使うために，つま
り考えるために，考えたことを他の人と交し合うためにある．

患者の身になること

ぼくたちは，小さい頃からよく，「人の身になりなさい」「他の人の気持ちが
わかる子になりなさい」と言われて育てられてきた．子どもの頃，ぼくはどう
したらそんなことができるのか，わからなかった．親に，どうやったら人の身
になれるのかと聞いていたら，なんて答えたろうか．
「患者の身になりなさい」と語られたりする．患者の身になれるだろうか．
余命いくばくもない患者の身に．なかなか診断がつかずにひと月以上も微熱が
続いた状態で入院している患者の身に．人工呼吸器につながれて，自分の息
を機械の動きに合わせてし続けている患者の身に．家族の受け入れがととのわ
ずに何十年も精神科病棟で生活している患者の身になれるだろうか．深夜ナ
ースコールのブザーを押そうかどうしようか迷っている患者の身に．黄疸が治
りかけ身体中がかゆくて眠ることのできない患者の身に．
つかまるものが何もないほど落ち込んでいるとき，悔し涙がどうにも止まら

ないとき，あなたの病気は治らないと言われたとき，誰かが近づいてきて，そ
っと，こう言う．「あなたの気持ち，とてもよくわかるわ」．あなたは，ああ，
わたしの気持ちをわかってくれる人がここにいる！　と思うだろうか．
ぼくたちは誰も，患者の親や子でさえも，患者の身になることはできない．
それは絶対に不可能なことなのだ．せいぜいできるのは，患者の身になったつ
もりになることぐらいだ．この〈つもり〉を忘れて，すっかり患者の身になれ
ている，共感できている，心がわかっていると思い込んでいる医療者がいたと
したら，ずいぶん押しつけがましい．その人の身にはなれないことをわかりつ
つ，寄り添い，医療を差し出すというのが医療者の位置取りだ．
患者の身にはなれないが，かといって医療者は完全に中立中正でもいられな

い．ややもすると目の前にいる患者にはさまざまな感情移入をしてしまいがち
だ．そうした自分の気持ちをしっかりと鏡に映しておくこと．たとえば，大好
きだった亡くなったおばあちゃんにそっくりの患者には，他の患者たちより，
ことさら親切にしてしまうかもしれない．反対に，えこひいきばかりして大嫌
いだった小学校の担任の先生に似た患者には知らぬ間に冷たくあたっていたり
するかもしれない．

以上でストレッチは終了．倫理というと，もっともらしい美辞麗句で身を飾
ることだと思っている人がいる．世間から後ろ指を指されたり訴えられたりし
ないように，倫理という鎧で身を固めて，自分たちを守ることだと考える人が

大森荘蔵『流れとよどみ；
哲学断章』産業図書，1981．

「ロボットが人間になると
き」の章を参照．

トマス・ネーゲル『哲学っ
てどんなこと？』（岡本裕一
朗・若松良樹訳），昭和堂，
1993．の中の「他人の心」
も読んでみよう．人間にか
かわる根本的な問題を考え
る方法を，難しい言葉を一
切使わずに手ほどきしてく
れている．この本と似てい
るかも．［宮城］

自分だったらこうしたい・
したくない．相手の立場に
なって考えようとするとき，
誰もが，まず はそう思う．
しかし自分とその相手は，
健康状態も経済状況も家族
関係も，歩んできた人生も
みんな違う．［倉林］

「どうせその人の身になるこ
とが不可能なら，主観的な
判断なんて独断的で誤った
解釈を生み出しかねない危
険なものだ．だったら，客
観的に評価可能な項目でで
きたアルゴリズムに従って
医療を提供するしかないん
じゃないか」と，大きなた
め息をつきたくなるかもし
れない．しかし理解できな
いことを知る慎みは , 諦め
とは全く異質のものだろう．

［宮城］

医療者としての経験が増す
ほど「このタイプの患者は，
こう」とラベリングする傾
向が強い．それが常に正し
いとは限らないことを忘れ
てはならない．［足立朋］
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いる．これからこの本を読みすすめていくみなさんは，重たい鎧を脱いでしま
ってください．露天風呂に入るみたいに，自由になってください．「裸の王様」
の話，知ってる？　新しい服が大好きな王様がいてね，バカには見えない布地
で服を作りますっていう詐欺師にひっかかる．王様はその服を身にまとい得意
になってパレードをするんだけど，家来も町中の人たちも，バカだと思われた
くないし王様の手前もあるし，ぜんぜん見えないその服のことを口々に褒めそ
やす．そんで，ちっちゃな子どもが「はだかじゃん」って正しい指摘をする．
医療倫理学を学ぶときには，そんな家来や見物人にならないようにしよう．バ
カには見えない服なんか，服じゃないんだから，着ても褒めてもしようがない
よ．みんなが倫理的なふりだけして，それで医療現場は良くなると思うかい？　
では，ざぶーん，と湯船につかろう．いや，本論に入ろう．
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倫理とは

倫理と書いて〈りんり〉と読む．ろんり，じゃないよ．えっ，知ってる？
論理のろ

・

ん
・

はごんべん．論理というのは，言葉を使って考えを展開するとき
のルールのこと．それから外れると「言っていることが非論理的だ」と非難さ
れる．三段論法って聞いたことある？　それも論理．「クジラは哺乳類．クジ
ラは海で暮らす．だから哺乳類は海で暮らす」って言われたら変だし，納得で
きないでしょ．それは三段論法を間違って変てこに使っているからだよ．
一方，倫理のり

・

ん
・

はにんべん．人間くさそうでしょ．ところで，精力絶倫と
いうことば，知っている？　精力というのはスタミナ─特に男性の性的な欲
求＆機能のことを指す．えっ，それじゃ絶倫って？　問題はここ．倫理の「倫」
の前に絶（たち切る）という字が付いている．ということは，倫理からはずれ
るような，みだりがわしさの極みのことなのか．それとも不倫というか，相手
を選ばないですることだろうか？　実は両方ともハズレ．そもそも「倫」のつ
くりの下の冊は紙がなかった時代に文字を書くのに使った竹簡のこと．集める
という意味の△を上に乗せた侖は，竹簡をちゃんと束ねてまとめた形．これに
にんべんが付いて仲間という意味になる．そこで絶倫とは，他の仲間を大きく
引き離し優れているということで，ようするに精力絶倫とは性的なパワーが人
一倍強いっていうことの表現となる．一方の「理」のつくりは里．里は田＋土
で，縦と横に筋を入れて区画整理した田畑のこと．あぜ道の畦

あぜ

という字とそっ
くりでしょ．へんの王は ｢玉｣ で美しい石（中国では翡

ひ

翠
すい

のことだね）．そこ
で理というのは美しい筋道のことさ．こんなわけで ２文字が合わさった倫理と
いう熟語は，仲間うちで認められているうるわしい生き方，通すべき生き方の
筋道という意味になる．

医療倫理学の海図

倫理には語の成り立ちから
して秩序と美という2つの
意味が絡んでいる．美意識
は意外と倫理に近い気がす
る．ギリシア語のコスモス
は宇宙の秩序だが，そこか
らコスメティク（美容）と
いう言葉も生まれている．

［加藤］

藤堂明保『漢字語源辞典』
学燈社 , 1965.
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ここまでいい？　倫理とは，同じ仲間どうしの間─これを共同体といって
も社会といってもいい─その中での生き方のルールのこと．
だとしたら，仲間が変わったら，いったい倫理はどうなる？　時代が変われ

ば，文化圏が違えば，異なる社会では，仲間うちでの倫理も違ってしまうって
いうことがおおいにありうるわけでしょ．例をひとつ．かつて南太平洋のとあ
る島国では，若い未婚の男女間の性的関係にはおおらかだったのに，２人が同
じ食卓の席につくことは厳禁だったんだとか．現代の世の親たちが思い描く倫
理とは正反対だ．別の例．ある国ではよそのお宅でご飯を出されたら残さずい
ただくのがよいと教えられる．だけど隣の国では残さなくちゃ失礼にあたる．
ここでまた問題．どっちの倫理が正しいのでしょうか？　どっちが高い倫理で
しょう？　えっ？　決められない？　それぞれの倫理はそれぞれの社会の中で
の生き方のルールだからね．そうか，だとすると，医療現場の倫理も，たかだ
か，その時代その社会でのルールにすぎない，ってことになりそうだ．
ここで，質問がきている．紹介しよう．「倫理というのはどれもすべてロー
カルルールなんですか？」─いい質問だ．なんて答えたらいいかなあ．よし，
この際だから，包み隠さずはっきり言うことにしよう．ある倫理学者は「そう
だよ」と答える．別の倫理学者は「そんなことはない，それは違う」と答える．
それぞれの時代や社会，文化ごとに倫理は異なると考える立場は，相対主
義（レラティヴィズム…moral…relativism）と呼ばれる．
その一方で，いつでもどこでも例外なく成り立つ（これを普

ふ

遍
へん

的という─
普遍は不

ふ

変
へん

（変化しないこと）とは違うよ─）倫理の原理（ゆるがない，ど
っしりした大きな柱）とその根拠（土台，固い地盤）を探究しつづけてきた倫
理学者がたくさんいる．そうした人たちはローカルルールでは満足しないで，
不変不動の究極的な倫理の核心を探究してきた．数からいっても，倫理学者
の中で主流，表街道を歩いているとみなされるのは，こういう人たちだ．先に，
倫理は仲間うちで成り立つ生き方のルールだといった．この仲間の輪を，限局
した地域や文化圏，国から，すべての人間，全人類にまでぐんと広げれば，倫
理はもはやローカルルールではなくなる．ただ，ここでひとつ注意してほしい
のは，主流とか多数派というだけで正しさが保証されるわけではないというこ
と．それに主流といっても，一枚岩ではなくて，実は立場はさまざまだ＊．こ
こから先は話が少しややこしくなるから，後で説明しよう（ pp.155-159）．

＊倫理学に限った話じゃない．なじみ深い仏教を例にとってみよう．仏教は

大きく２つに分けられる．上座部仏教（各人が出家して修行して悟り，仏

になることを目標とする）と大乗仏教（自分が悟るよりも先に，多くの人々

を理想的な彼岸へと導くことを大切に考える）だ．東アジアで仏教といえ

ば大乗が本流．でも大乗仏教には諸々の宗派がある．だからといって，ど

れもこれも仏教なんて間違い，不完全，劣ってるなんて言われない．今度

新田孝彦『入門講義　倫理
学の視座』世界思想社，2000，
pp.24-25．

相対主義については，メイ
ランド＆クラウス編『相対
主義の可能性』（常俊宗三
郎・戸田省二郎・加茂直樹
訳），産業図書，1989．

この本にはあらゆることに
関して多数意見とは反対の
見方が，また世の中で主流
の論調にも批判的な意見が
書かれている．このテキス
トを読むまでは世の論調を
信じて疑わなかったが，今
は違う．これからどんな見
方が流行するかわからない
が，どんなものでもうのみ
にすることはないだろう．
これが僕がこの本から学ん
だ最も大きなことだ．［1年・
K］
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はあなたに尋ねよう．生物学や物理学，医学，看護学，作業療法学，福祉

学……はそれぞれ〈ひとつ〉かな？　

身近な例で考えてみよう．絶対にぐらついたりしない人間関係，裏切りや嫉
妬のない，いつまでも続く友情，ってこの世の中にあると思う？　愛のほうが
考えやすいなら，愛でもいいよ．さめることのない愛，変わることのない愛が
この世の中にあると思う？　─いろいろな友情のかたちがあるし，愛だって
いろいろ．みんな違ってそれでいい．そう考える人は相対主義に近い．そんな
のは変だ，誰がみても真の友情，真の愛だと思えるような友情や愛のかたちが
あるはずだ，そうしたものがあるべきだ，でもそれってどんなものだろうか
……と考える人は主流派の立場に親和性があるといってよい．この世の中を見
ると，究極的で理想的なものを追い求めても無駄なような気がしてくるかもし
れない．でも，あきらめないぞという気持ちの人もいる．「どちらの立場が正
しいんですか」という質問がくるだろう．その点については，倫理学者たちの
間で研究・議論が続けられている．
それじゃ落ち着かない？　では，山の絵をひとつ描いてみよう．真ん中の部
分は誰がどう見てもはっきり山だよね．でも両端の裾野はどうかな，どこまで
を山といっていいのか，はっきりしない．高くきわだった所を見るのか，それ
とも境目のはっきりしない周縁に目をやるか．どっちを注視するか，それで山
の見え方が変わる．仲間の輪をどこまで広げて／しぼって考えるかによって，
倫理の及ぶ範囲はローカルにもグローバルにもなる，ということだ．
仲間の輪の広さの他にもうひとつ伸び縮みさせて考えておく要素があるの

で，付け加えておこう．それは筋道の道幅だ．筋道の道幅をものすごく狭くと
らえると，「〜すべきだ」というキツキツの形になる．これを「shouldの倫理」
と呼ぼう．shouldの倫理はゴルフや登山と似ている．ゴルフでは各ホール １つ
ずつしかない小さな穴の中にボールを落とさなければならない．山頂を目指し
て登攀するのが登山だ．ストライクゾーンが狭い．これに対して，道幅を広く
とると「〜してもよい」「〜するのもありだよね」という，ふかふかした許容
の形になるので，「mayの倫理」と呼ぼう．ハイキングのように川辺や丘の斜
面，時には花畑がゴールになる．皆が目指すべき一点を前提としていない．た
だ谷底や崖の下に落ちたり，川の急流にのまれないようにしなくてはいけな
い．may…の倫理はストライクゾーンがshouldの倫理より広い．けれどもボー
ルと判定される範囲も（デッドボールも）あるわけだ．
倫理はたいていどちらかのタイプになる．「道に迷って困っている人を助け

てもよい」というのはぼくたちの感覚に合わない．この場合は「助けるべきだ」
のほうがしっくりする．けれども倫理がすべてshouldの倫理だと考える必要は
ない．人生の岐路や医療現場ではshouldと同じかそれ以上にmayかどうかと
いう問いの立て方のほうがふさわしい場合が多いんじゃないか．「つらい治療

右の説明は半分以上ごまか
しだ．そんなのイヤだとい
う君は，倫理学の本を手に
取ってほしい．

shouldやmayに人間の価値
や情念（主観性）が絡んで
くる．だからmayは「して
よい」と「かもしれない」
と い う2つ の 用 法 が あ る．
後者がより主観的だが，前
者にもたっぷり主観性が入
っている．［加藤］
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はもうやめて退院して，家族との時間を大切にすべきだ」とか「あきらめずに
治療すべきだ」と，一般論でしかも「べき」の形で語ると感覚的にキツい．こ
の場合は「退院するのもあり」とか「治療を続けるのもあり」というほうがや
わらかく，しっくりする．倫理というととかく，いかついshouldのイメージが
強い気がする．そして，このタイプに囚われていると，なんとかして絶対正し
い答えを出さなきゃーとキリキリしがちだ．けれども，もっとやわらかく考え
てもいい．mayの倫理では最低限ダメなことをはっきりさせ，状況や関係者の
価値観にふさわしいゴールを探す．

倫理と道徳

小学校では「どうとく」の時間がある．NHKの教育番組を見たり，教科書
を読んだり，みんなで意見を出し合ったりしたかな．この「どうとくと倫理と
はどう違うの？」という質問をもらうことが時々ある．
がっかりさせるようだけど，言葉の由来（語源）からいうと，倫理も道徳も
実は同じなんだよ．倫理（エシックス…ethics）の語源は古代ギリシアにまでさ
かのぼる．ギリシア語に，もともとは鳥や獣の巣を意味するエトス（ἔθος）が
あり，次いで人間の住居を指すようになって，さらに転じて都市国家（ポリス）
における慣習を表すようになった．この慣習を身にすり込むことで形成される
市民の人格や品性はエートス（ἦθος）という言葉で表現された．エートスの形
容詞形エティコスが倫理（エシックス：ドイツ語でエーティク（Ethik），フラ
ンス語でエティク（éthique））という語の元だ．ギリシア時代の後，ローマ時
代に，エトスにはモス，またエートスにはモレス（モスの複数形）というラテ
ン語が訳語としてあてられ，その形容詞としてモラーリスという言葉が作られ
た．ほらね，こうして道徳（モラル…morals）の語源ができた．要するに，倫
理と道徳は言葉の成り立ちのうえでつながっていて，ばらばらじゃなかったっ
てこと．

ギリシア語：…エトス（慣習）…→…エートス（品性）→エティコス⇒エシックス（倫理）

… 翻訳　　　… …

ラ テン 語：… モス… →… モレス… →… モラーリス… ⇒… モラル（道徳）

でもね，言葉は長い歴史の流れの中で，その言葉を使う人によってそれぞれ
の独特な思い入れとか意味づけを与えられて，変化していくことがある（プラ
イバシーという語の意味の変化については p.55）．語源的にみればほとん
ど重なり合っているけど，特にこの200年の間に，倫理と道徳とは別ものだと
主張する人たちが現れた．その主張も人それぞれ．たとえば，①倫理をエート

桝形公也「倫理の基礎；エ
ートスとは何か」，有福孝岳
編『エチカとは何か』ナカ
ニ シ ヤ 出 版，1999，pp.98-
117．
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ス（個々人の品性）寄りに，道徳をエトス（社会の慣習）寄りに理解する見方，
②世の中で実際に人々を導くのが道徳，それを学問的に考察するのが倫理だ
とみる見方，③共同体に特有な諸々の倫理をつき合わせて，普遍的形式的な
ものへと高めたものが道徳だとみる見方．こんなこと覚える必要はまったくな
い．①〜③のような見方をする研究者もいるっていうことさ．中学高校までの
教科書読んで覚えるだけの世界（勉強）と，実際の学問の世界（研究）とは
こんなにもぜんぜん違うんだよ．教科書には，すべての事柄が解明されていて
確定しているかのような説明しか書いてなかったでしょ．でも，それはしょせ
んお勉強レベルだったからなんだよ．
さらにやっかいなのは，倫理にしても道徳にしても，漢字 ２文字で表現され
ているっていうこと．倫とか道とか徳とか，独特な意味が入りこんじゃってる．
倫理とは？　とか，自由とは？　と考えて，辞書を引く人も多いだろう．お

よその意味をサクっと調べるのに辞書はたしかに便利だ．けど，辞書に……っ
て書いてあるからって，それを絶対に正しい定義だと思わないことだ．ものを
考えたり文を書く人（プラトンでもいいし，デカルトでもいい）が○×出版社
の国語辞典をいちいち引いて，載っている語釈どおりの意味で本を書いてい
た，なんてことあると思う？　まずないね．
万人が納得する定義を探したり決めたりすることは難しい．それよりも，相

手と自分とで使っている言葉の意味合いに違いがある場合があることを念頭に
おいて，それぞれの意味合いを確かめ合うことが大切だ．これは，議論がかみ
合っていないときはもちろん，逆にうまくいっているように思えるときにも，
しておいたほうがよい．後になって，振り出しに戻る，っていうことがないよ
うにね．

倫理と自然法則

ここでクイズ．右といったら左．上といったら下．山といったら川（あれっ，
海かな？）．では，倫理といったら，何でしょう？　ヒントは，○理（まるの中
に１文字入れる）だよ．整理とか調理とか答える人がこれまでにいたけど，大
ハズレ．第 ２ヒントは，高校で習う科目．でも，地理じゃないよ．─という
わけで，正解は物理．倫理が右なら，左は物理．
物理とは物体が従う道理，自然の法則のことだ．居眠りしている学生めがけ

てチョークを投げる．チョークは放物線を描きながら飛んでいく．運動の法則，
慣性の法則，重力の法則に従うチョークはある意味で不自由だ．別の方角に勝
手に飛んでいくことはできない．投げられたままに飛んでいき，落下する．す
べての条件がわかれば，滞空時間も落下地点も計算で割り出せる．生きている
人には身体があって，これは物体の一種だ．身体は重力の法則に従い，血管

ABC 本は「考え方」を教え
てくれた．賛成意見も反対
意見も書いてある．最終的
にどちらを優先すべきとい
う結論はほとんど（あえて）
書かれていない．この方法は，
患者に対する説明に似てい
る．医療者が患者に治療法
を選んでもらうとき，A，B
両方の利点欠点をわかりや
すくできるかぎり公平に説
明し，最終的な判断は患者
自身に委ねる．これと同じ
方法で ABC 本も書かれてい
る．［1年・C］

老子『道徳経』ではわれわ
れの理解する道徳とは全く
異なった世界が語られてい
る．それは道（タオ）の徳
という意味だからだ．［加藤］

ポイントは，話し手や書き
手がそれをどんな意味や味
つけで言葉を使っていそう
かを考えながら，聞いたり
読んだりすること．上の倫
理と道徳の例でいえば，①
の見方をしてる人が，②の
立場の人の話を聞くと，話
がチンプンカンプンでよく
わかんない，話が通じない
と感じるに違いない．そん
なときには，そもそも言葉
のとらえ方が違うのかも，
と思ってみることだ．

矢島羊吉『倫理学の根本問
題』福村書店，1962，pp.8-15．
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中の血液の流れは流体の法則に従う．
中学生の頃，化学の勉強したでしょ？　木を燃やすと炭ができる（C…+…O２…
→…CO２）．水を電気分解すると水素と酸素が発生する（２H２O…→… ２H２…+…O２）．
これは誰がどこで，いつやってもまったく関係ない．どうやっても同じになる．
こんなふうに化学反応式どおりに化合物を作るみたいには，医療はできない．
自然法則にかなった人体のメカニズムをいくら勉強して知識をいくら暗記して
も，それだけではよい医療はできない．なぜかって？　医療の対象は物体とし
ての人体じゃなくて人間だから．医療は，人間が人間を相手に社会の中で行わ
れるものだから．それに医療行為は予測不可能な偶発的な出来事にも影響さ
れるから．医療は，医療を求める側と提供する側の双方がよく話し合って，ど
こまで何をどうやるかを，個別の状況や事情に応じて決めて行うものだから．
人はみな，身体のほかにも個人的な欲求や価値観や感情，記憶をもち，社
会の中で人間関係のうちに生活している．自然科学の成果や統計データだけで
治療方針を決められるものではない．高い効果が望めるからと医療者が勧める
治療を患者は拒むかもしれない．仕事や家族の世話が優先で，自分の身体の
ことは二の次だと考える患者もいる．医療は，研究室の中で探究される自然科
学としての医学をはみ出していて，おさまりきらない．だから臨床現場で働く
医療者は人体だけでなく，人間の心の機微や社会のことも知ろうと努めなくて
はいけない（人間や社会のことに関心がもてない医療系の学生は，対人援助職
である臨床系より，基礎的な研究や，患者とは直接かかわらない─検体や画
像を扱う─部門に向いているかもしれない）．
倫理はね，医療から医学を引いた領域，人間の人間くさいところや社会のあ

り様，人々の価値観にかかわっている．最先端の科学に比べると地味で，はな
ばなしさが足りないけど，この部分がないと，医療は化学実験や工作と同じレ
ベルのものになっちゃうよ．
倫理と物理とを比べてみようか（表 1-1）．
何をどう想おうと自由だけど，人にはしていいこととしてはいけないことが

あるのも事実だ．これを掟
おきて

といってもいい．掟は，自然法則のように宇宙の始
まりとともにすでにあったわけではなくて，人間が社会の単位で定め，修正を
重ねてきたものだ．エクレアを食べるかモンブランを食べるかは自由だし，倫
理の関知することではない．けれども，嘘をつくこともできるし本当のことを

医療者は医学的データを中
心に説明しがちだ．患者・
家族の多くは，医学的デー
タの向こう，病気になった
自分はどんな「生活」を送
るのか，治療したら「元の
生活」に戻れるのかを知り
たい．話がかみ合わないの
は，この視点のギャップの
せいではないか．［足立朋］

Re：価値観や社会状況は
人それぞれで，患者の今後
の生活について，予め医療
者のほうから説明するのは
困難だ．患者の話を聞き，
話し合い，考えていくこと
になるだろう．［中澤］

患者や家族への対応のまず
さは，単なる知識不足や不
器用さだけが原因ではない
かもしれない．そういう医
療者は決まって同僚との関
係もつくれないことが多い
ように見える．［原］

Re：対人関係能力がかな
り未開発の医療系学生に，
教育段階でどう対応するの
が望ましいのか．成績が悪
くなければ進級・卒業させ
るというのは，教育機関の
あるべき姿でない．［服部］

古代ギリシアでは，神々の
領域で生成展開し続ける宇
宙的全自然とその法則（ピ
ュシスphysis →ここから物
理 学physicsと か 身 体 的
physical，（内科）医師phy-
si cian などの言葉ができた）
と，人間が人為的に定めた
掟・慣習・制度・法（ノモ
ス p.104） と が， 対 を
なすものとして考えられて
いた．［服部］

表1-1　倫理と物理

倫理（道徳法則） 物理（自然法則）
人為的な掟

（当の社会の中の人々が取り決めた）
当の人間社会の中で
人々の自由を制約する

非人為的な摂理
（人が作ったり決めたりしたものでない）

宇宙の果てまで
（不自由な）物体を支配する
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告げることもできる，こうしたある種の行為については，どちらにもころびう
る自由な状況の中で，倫理が問題になり，掟が定められている．倫理という道
理（道徳法則）は，半ば自由な，つまり自由意思をもつ人間が従うべき（そし
て人間が自分自身に課した─これを自律（ pp.104,… 157）と表現するよ）
掟のことだ．たしかに倫理は自然法則みたいな宇宙的な広がりをもってはいな
い．電子顕微鏡で観察されるものでもない．だけども，現にぼくたちは自然法
則と倫理の両方の下で生きているし，医療行為も両方の重なりの中で行われ
る．自然科学や生命医科学をいくら学び究めても，それで倫理のことがわかる
ようにはならない．

倫理と法

倫理は仲間うちで成り立つ生き方の筋道のことで，仲間の輪をどうとらえる
かによって倫理の中身が変わる．暴力団や国際的麻薬密輸組織の中にも倫理
はあるだろう．そんなだから，「世の中で倫理！ 倫理！ といわれる割には，
倫理ってあやふやで頼りない感じがする」と思う人もいる．そういう人たちは，
法とかガイドラインのほうが頼もしい，実際的で役立つと考える傾向にある．
では，法と倫理とではどこがどう違うんだろうか？
法とは何かも，倫理とは何かと同じく，諸説紛々だ．しかし大胆に書いてし

まえば，法というのは，領土（国や州）の統治者が公認する社会規範（社会
の中で，社会の秩序を保つために定められた，〈してもよいこと〉〈すべきこと〉
〈してはならないこと〉のルール集）のことだ．
国家が文章化したもの（成文法＝制定法）だけでなく，裁判を行う際の判断
基準として採用する（成文法以外の）規範もまた法とみなされる．成文法以外
の規範としては，その社会の慣習，条理（社会通念とか公序良俗），判例（過
去の裁判のケース集）がある．こうしたもの全部が法だとすると，慣習や条理
というかたちで，倫理も含まれることになるよね（表 1-2）．だから法と倫理
は，水と油の関係にはない．法は倫理を要素として含むことがある．ただし，
国家なり統治者なりが公認する倫理であるかぎりでね．北陸地方ではお歳暮の
時期，お世話になった方や嫁ぎ先にブリを贈る慣習がある．けれどもこれは法
ではない．国家公認の慣習じゃないからだ．
世界的にみると法は，ドイツ，フランス，イタリアなどが採る大陸法と英米

ビギナー向けなのは，伊藤
真『伊藤真の法学入門』日
本評論社，2010．川﨑政司

『 法 律 学の 基 礎 技 法，第 2
版』法学書院，2013.

表1-2　法とは

国家・州（その統治者）が公認した社会規範
＝（制定した成文法＋伝統的な社会慣習・条理（社会通念・公序良俗）＋判例）　
　　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↑
　　　　 大陸法の中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 英米法の中心
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法との ２つの系統（法系という）に分けられる．大陸法は，古代ローマの法を
モデルにして整備された法典（議会が制定し文章化した成文法）が中心だ．
他方，英米法の場合，中心になるのは蓄積された判例で，これを新たに制定さ
れた成文法が補うかたちになっている．正統な伝統慣習やそれをもとにした判
例の蓄積から吸い上げられた英米法の法規範はコモン・ローと呼ばれる．
明治維新を機に日本はドイツをモデルに法を構築した．だから基本的には成
文法中心の大陸法系に属している．第 ２次世界大戦の後はアメリカ法から影
響を受けることになった．では，明治維新以前はどうだったのかな？
基本的に大陸法系に属する日本では成文法が重要だ．成文法の中心は法律

だ．法律は国会（日本で唯一の立法機関）の議を経て可決されて成立したも
の．法律の上には日本国憲法があり，法律の下には，行政機関が出す命令（内
閣による政令と各省による省令），規則，地方自治体議会ごとの条例が，（効力
の優先度に差のある）段階的構造をとって位置づけられる（表 1-3）．法律と
命令とを合わせて法令と言うよ．なんだか解説調で申しわけないなあ．とにか
く，国民が選挙という多数決の原理で選んだ国会議員が制定したのが法律さ．
この法律が国民一般の自由を制限したり，また他方で，ある種の人たちに資
格・権利・権限を与えたり（授権という）するわけだ．法に定められた手続き
を踏み要件を満たした人だけが看護師，助産師，保健師，医師，臨床検査技
師……という資格を与えられる．
それはそうと，多数決は時として危ういものだ．そこで，国民の代表である

国会議員が制定するならどんなものでも法律にしてOKとはせず，国として絶
対にしてはいけないこと，守らなければならないことを憲法として掲げておい
て，すべての法律はこの憲法に基づかなければならないことにした．こうして
政治に携わる統治者は憲法という最高位の法の枠の中で権力を行使しなけれ
ばならず，これを立憲主義という．
さてと，ようやく法と倫理との異同について話をする準備ができた．
日本は成文法中心の法体制だから法令を注視して，慣習とか条理という（倫
理に重なる）要素をあえて外して，法と倫理とを比べてみよう（表 1-4）．
法と倫理は，ともに規範だという点では共通している．規範の規の字は規準

のキ，範は模範のハン．生きていくうえで，していいこと，してはいけないこ
と，すべきこと，あるべき（to…be）あり方についての決まり事だ．人々が現に

テレビドラマシリーズ化さ
れた「大岡裁き」について，
大平祐一「日本法史 43年；
名裁判とその意味するとこ
ろ 」，『 立 命 館 法 学 』333・
334：1901-1915，2010.

憲法は国が国として存立す
る基盤だ．では憲法は誰が
どのように作るものか．日
本国ではもちろん主権者た
る国民が作る．その意味では，
日本国民は憲法全文を暗記
しつつ，常にそれを吟味す
るべきだ．それが主権者た
るものの権利と義務の基礎
をなす．［加藤］

表1-3　日本の成文法の構造

効力大 憲法　　　　
法律（←国会）　　　　　　　　　　　　
命令（政令・府令←内閣／省令←各省）
規則
条例（←地方自治体）
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どう生きているかという（beingの）事実とは対（右と左の関係）だ．多くの
人が貯金をしている．事実がたとえそうだとしても，貯金をするべきだという
ことにはならない．制限速度内で走る車が少ないとか駐車違反しているドライ
バーが少なくないという事実があるとしても，交通法規は依然として守られる
べき規範である．なかなか人にやさしくなれないとしても，やさしくしなさい
と言われる．規範として法と倫理は，人々の現実の姿・行動を（写実小説のよ
うに）ありのままに描写しようとはしていない．（たとえ誰一人そうしていない
としても）本当はどうすべき（should，倫理学の世界ではドイツ語でSollen…ゾ
レン．当

とう

為
い

と言い表す）なのか，どこまで許される（may）のかを指し示すも
のだ．
法と倫理との違いはどこか．その着眼点は，誰が作ったか，いつでもどこで

も読もうと思えば読めるように明確に文章で表現されているか，強制的か，守
らなかったらどうなるか，心の中まで問われるか，守るのは難しいか，だ．①
倫理は誰が定めたかわからない．②倫理は文章になってない（親や祖父母な
どから口で注意されるけど，親たちは倫理の本をめくりながら注意したりしな
い）．③倫理には国家による強制性はない（人にやさしくしなさい，よその家
にお呼ばれしたときはお行儀よくしなさい，医療者は患者に丁寧な言葉遣いを
しなさい，なんて法は指図しない）．④倫理に反したとき，当人自身が良心の
呵責に苦しんだり，周囲の人々から社会的制裁を受けたり（集まりに誘っても
らえなくなったり）することはあっても，賠償金を支払えとか刑務所に入れと
国家権力をもって有無を言わさず命じられることはない．⑤たまたまパトカー
を見つけたから制限速度どおりに運転したときでも，とにかく法を守ったこと
になる（適法性，ドイツ語でLegalitätレガリテートという）けど，たまたま偶
然，倫理的だとされる行為を結果的にしたとしてもそのとき心が伴っていなけ
れば倫理的だ（ドイツ語で道徳性，Moralität…モラリテートという）として賞
賛されない（道を尋ねられたときにふざけてデタラメを教えたら，たまたま正
しい道だったとき）．そこで法においてはとにかくどう行動するかが大事で，

表1-4　法と倫理（日本）

法（特に成文法） 倫理
規範（してよいこと・すべきこと・してはならないこと）

1．国会が制定（公布・施行日が明確）
2．明文化され（文章になっ）ている
3．国家・公権力による強制
4．違反すると時に損害賠償や刑罰が生じ

る
5．外的行為（ただし刑法では故意か過失

かが問題）
6．通常なら守れる現実的な水準

1．誰がいつ決めたのか不明
2．明文化されていない
3．社会の目・世間体も縛りになる
4．反すると良心の呵責・時に社会的制裁

を受ける
5．心の内面的なあり方（心術）（ただし功

利主義では心術でなく結果が大事）
6．時として理想的で高度な水準
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倫理は心のもちよう（心
しん

術
じゅつ

という）が大事だといわれる．トマジウスという学
者の説だ．⑥倫理的であろうとすることは法を守るよりも難しいときがある．
制限速度表示を見てアクセルを踏む足の力をゆるめるのに比べたら，「なんじ
の敵を愛せよ」を実行するのは困難すぎる（表 1-4）．
他人を傷つけたらだめだということについては法も倫理も一緒．でも法と倫

理は時として食い違うことを指示する．典型的な例は，ソポクレスが書いたギ
リシア悲劇のひとつ『アンティゴネー』に表現されている．わが身を追放した
自国への反逆を企て討ち死にした兄．その兄を埋葬することを叔父である王は
きつく禁じた．しかし妹アンティゴネーは肉親を弔おうと兄の亡骸に砂をかけ
た．そのために彼女は，王から死罪の宣告を受けて幽閉される．やがて神託や
長老の進言でこの処分を撤回したのだが，王が見たものは，アンティゴネーと
（その婚約者だった）自分の息子の自害した姿だった．
それでは，考えてみよう．法がありさえすれば倫理はもはや無用だろうか？　
法律だけ守っていればいいだろうか？　医療者は患者の不安をやわらげるよう
なケアをせよ……なんてことは，法令のどこにも書かれていないよ．「患者本
人にはほんとの病名を知らせずに，嘘の病名を伝えてください」という家族か
らの依頼にどう応えたらいいか，法令は指示してくれない．逆に，倫理があれ
ば法は不要だろうか？　どれも違うよね．
唐突だけど，フルーツパフェって好き？　形のはっきりしたフルーツの角切

りや半球のバニラアイスは法，そして形のないクリームやフルーツソース，シ
ロップは倫理だってイメージしてみたらどうかな．法令や判例は読めるけど，
倫理は読めない．本屋さんで六法全書は買えるけど，ザ・倫理全書みたいな
ルール本は買えない（倫理の学説について書かれた研究書や学習参考書は売
っているけどね）．この本も，医療現場で医療者が守らなくてはいけないザ・
倫理のルール集にはなっていない．医療現場の倫理問題を心底よく考えるため
の倫理学の教科書だ．フルーツパフェは，形ある食材，形のない食材のどちら
か片方じゃ作れない．カットしたフルーツにアイス乗せただけじゃパフェじゃ
ない．クリームとシロップだけでももちろんパフェにならない．ごろんとした
ハードタイプの法と，間を埋めるソフトタイプの倫理とが両方合わさらないと
パフェはできない．
なのにさ，「倫理，倫理」と言いながら，ほとんど法のことしか考えていな
い本や人がけっこう多いんだよね．これって，「肉屋」の看板を出してるのに，
コロッケとメンチとカツ，ハムばかり売っている店みたい．肉屋さんならぜひ
モモ肉やロース，ヒレ，バラ肉や挽肉，ラムやマトンも揃えてほしいと思う．

アンティゴネーが兄を葬っ
たことは家族愛としては当
然の行為だ．ここに国の法
と家族愛（自然権と言って
もよい）のどちらを優先さ
せるべきかという問題が早
くも現れている．［加藤］

法と倫理の関係については
ほんの一部のことしか書け
なかった．長谷部恭男『法
とは何か；法思想史入門』
河出ブックス，2011．など
で学んでください．
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倫理指針・ガイドライン

倫理を離れたところで，医療者はガイドラインの類にとてもなじみがある．
学会ごとに各種診療ガイドラインや癌取扱い規約を定めて，エビデンス（医学
の場合には，統計処理を駆使した経験知のこと）に基づいた標準的治療法を
細かく決めている．数年おきに改訂される（改訂版が出版されたらすぐ次の改
訂作業に取りかかるに違いない）から，絶対不動とはいえない．けれども標準
的治療法は日本全国の医療者にとって信頼すべき羅針盤，権威的な正典の役
割を果たしている．これらなくしては今日の医療は成り立たないといっても大
げさではない．そんなこともあって，指針とかガイドラインという名前の付い
たものがあると，医療者は従順にそのまま受け止める習性・体制ができている．
では，倫理の指針に関しても同じ態度でいていいのかな．
おおざっぱにいうと日本では2005（平成17）年あたり以降，倫理指針といわ

れるものがやたらとたくさん作られるようになった．指針というのは方針とか
手引きの意味だけど，ルールであることに変わりない．で，この倫理指針を誰
が作るかというと，大きく分けて，行政機関（省）が作るものと学術団体が作
るものの ２通りだ．前者の代表として，文部科学省および厚生労働省が作成
し告示した「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」，文部科学省，厚
生労働省および経済産業省が作成し告示した「ヒトゲノム・遺伝子解析研究
に関する倫理指針」などがある．後者には，日本小児科学会の「重篤な疾患
を持つ子どもの医療をめぐる話し合いのガイドライン」，日本老年医学会の「高
齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン；人工的水分・栄養補給の
導入を中心として」などがある．
倫理指針とガイドライン．なんか区別があるのかな．どうやら行政機関が作

成したもののうち，「告示」されるものは倫理指針と漢字表記，「通知」「通達」
されるものはガイドラインとカタカナ表記という使い分けがあるようだ．「人
生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」（巻末資料
参照）は厚生労働省から通知されたものだから，ガイドライン．だけど，前の
段落にあげた「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」は厚生労働省
のウェブサイトにその公式英訳版がアップロードされていて，Guideline…………
と訳されている．倫理指針はガイドラインと区別されてるのに，英語にしちゃ
えば…guideline…だっていうんだから，この際，行政機関に勤める公務員以外の
人は気にしなくていいってことさ．
ただひとつ，わかっていなければならないことは，倫理指針もガイドライン

も法律じゃない，法令の中には入らない位置づけのものだということ．告示も
通達も通知もともに（行政機関内部でのみ効力をもつ）行政規則というものの
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中に入る．○○省が出しているんだから法令だろうなんて勘違いをしている人
はけっこう多いみたいだ．でも，倫理指針・ガイドラインは国会で審議されて
定められたものじゃないし，具体的なことについては××倫理指針で定めるこ
ととすると何かの法律の中に書かれてある（法律の委任とか法律による授権と
いう）のを受けて定められたわけでもない，つまり法律でもなく法律上の根拠
もないから，倫理指針は法的拘束力をもたない．学術団体が作成したガイドラ
インはもちろん法的効力をもたない（ただ，その学術団体に属している会員に
対しては効力をもつ）．法令じゃない，法的拘束力がないということは，それ
らに違反したとしても，違法ではないということだ．
とはいえ，現実的には大人の事情っていうやつが通用する．倫理指針もガイ

ドラインも世の中に浸透していけば慣習，条理とみなされるだろう．行政規則
は裁判所を拘束しないと定められているけど，裁判になったときに裁判所は，
倫理指針・ガイドラインを慣習，条理として評価して，判決を下す可能性があ
る．それ以前に現に，広く公募したうえですぐれた研究課題にだけ配分する競
争的資金について，厚生労働省は「指針等の遵守を厚生労働科学研究費補助
金の交付の条件とし，違反があった場合には補助金の返還，補助金の交付対
象外（最大 5年間）とする措置を講ずることがあり得るものとしております」
と明言している．それじゃ法令でないからといって軽視するわけにいかないわ
けだ．この点，法令でないという理由で倫理を軽視することが不適切なのと似
た道理だ．
ここで，法と倫理との違いをみるために使った着眼点を再活用して，倫理指
針・ガイドラインの性格を改めて整理してみよう（表 1-5）．
あれれ，なあんだ，倫理指針・ガイドラインって，倫理っていう言葉が名前

に入ってるのに，倫理というより，ほとんど法令みたいじゃないか！（倫理の
特徴についてもう一度確認． p.17）って，よく気がついたね．
だから，倫理指針・ガイドラインにちゃんと従っているから十分に倫理的だ，

と思う人がいたとしたら，その人は倫理がわかっていない人だ．法と倫理をご
っちゃにしている人だ．目に見えるもの，文章になっているもの，御

お

上
かみ

がこし
らえたものばかりに気をとられている人だ．倫理的なことが倫理指針の中に含

「人を対象とする医学系研
究に関する倫理指針」の遵
守はなかなか難しい．臨床
研究の研究デザイン，研究
対象，侵襲・介入のレベル
等により倫理的配慮の方法
が異なる．研究対象者への
倫理的配慮の最低ラインを
守り，そこから初めて研究
対象者の「心のありよう」
への配慮ができるのではな
いか．［足立朋］

Re：組織や仕組み，文書
様式を整備し，細かい規定
の具体例への実務的適用を
理解するのに手間はかかる．
整備し理解した後は何も難
しくない．［服部］

Re：たとえば，委員 5名
以上の出席で倫理審査委員
会が成立するなどの要件を
遵守することが研究対象者
の心への配慮の前提にはな
らないだろう．［中澤］
 
倫理指針が最低ラインだと
しても，最低ラインが何か
も気づかずに，たとえば臨
床研究しようとする医療者

表1-5　倫理指針・ガイドラインの性格

①誰がいつ作ったかがはっきりしている
②いつでもどこでも誰でも読めるように明確に文章で表現され公開されている
③行政機関の作ったものは実質的には半ば強制力をもち，学術団体のつくったものは会

員に対して強制力をもつ
④違反すると，実質的には時に不利益を受ける可能性がある
⑤心のありようまでは問わない
⑥守ること自体は特に難しいことではない
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